
第 19号議案

神 戸市立児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例の件

神戸市立児童福祉施設等に関する条例の一部を改正する条例を次のように制定

する 。

平成 31年 2月 12日提出

神戸市長久 プじ 喜 造

神戸市 立 児 童 福 祉 施 設 等 に 関する条例の一部を改正する条例

神戸市立児 童福祉施設等に関する条例（昭和 33年 4月条例第 1号）の一部を次

のように改正す る 。

別表保育所の項中

神戸市立宮本保育所

神戸市立二宮保育所

神戸市立宮本保育所

神戸市中央区宮本通 1丁目 5番 21号

神戸市中央区若菜通 5丁目 2番 24号

神戸市中央区宮本通 1丁目 5番 21号

を

に

J
 

改める 。

附則

この条例は，平成 31年 4月 1日から施行する 。

理 由

神戸市立二宮保育所を廃止するに 当たり，条例を改正する必要があるため 。
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（参 考）

神戸市立児童福祉施設等に関する条例 ぬきが き

（現

別表 （第 3条関係）

施設の 施設の名蒜

種類

保育所 略

神戸 市 立宮本保

育所

神 戸市立二宮保

宣

略

略 略

行）

施設の位置

略

神 戸 市中 央 区 宮

本通 1丁目 5番

21号

神戸市中央区若

菜通 5丁目 2番

厚

略

略

は，改正部分を示す。）

（改 正 案）
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